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「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す  

る基準」第72条第2項及び第97条第7項等に規定する自己評価  

・外部評価の実施等について   

標記については、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関  

する基準」（平成18年3月14日厚生労働省令第34号。以下「地域密着型サービス  

指定基準」という。）第72条第2項及び第97条第7項並びに「指定地域密着型介  

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サー  

ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」（平成18年3月  

14日厚生労働省令第36号。以下「地域密着型介護予防サービス指定基準」という。  

）第65条第2項及び第86条第2項において、指定小規模多機能型居宅介護事業者  

もしくは指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者及び指定認知症対応型共同  

生活介護事業者もしくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に対し、  

自ら提供する介護サー ビスの質の評価（以下「自己評価」という。）を実施し、  

定期的に外部の者による評価（以下「外部評価」という。）を受け、それらの結  

果等を公表することが義務付けられたところであるが、それらに係る具体的な事  

項に関し、下記のとおり定めたので、御了知の上、管内市町村、関係団体、該当  

事業所並びに各都道府県が選定する外部評価機関への周知をお願いいたしたい。   

また、本通知の発出に伴い、「認知症高齢者グループホームの適正な普及につ  

いて」（平成13年3月12日老計発第13号本職通知）、「認知症高齢者グループホ  

ームの自己評価項目の参考例等について」（平成14年1月28日老計発第3号本職  

通知）、「指定認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）が提  

供するサービスの外部評価の実施について」（平成14年7月26日老計発第072600  

2号本職通知）、 「認知症介護研究・研修東京センターが評価機関としての業務  

を行う際の具体的な手続等について」（平成14年7月31日老計発第0731001号本  

職通知）については、廃止する。   

なお、本通知は、地方自治法（昭和22年4月17日法律第67号）第245条の4第  

1項の規定に基づく技術的助言として発出するものである。  
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記  

1 自己評価及び外部評価について   

地域密着型サービス指定基準及び地域密着型介護予防サービス指定基準は、  

すべての小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型共同生活介護（いずれも介  

護予防事業所を含む。以下同じ。）の事業者が常に遵守しなければならない最  

低ラインの基準であり、市町村の指導監査や立ち入り調査において遵守状況の  

点検がなされるものである。   

自己評価及び外部評価の実施については、地域密着型サービス指定基準の第  

72条第2項及び第97条第7項及び地域密着型介護予防サービス指定基準第65条  

第2項及び第86条第2項に規定されたものであるが、自己評価は、サービス水  

準の向上に向けた自発的努力と体制づくりを誘導し、その内容及び範囲におい  

て、これらの指定基準を上回るものとして設定されるものであり、外部評価は  

、第三者による外部評価の結果と、当該評価を受ける前に行った自己評価の結  

果を対比して両者の異同について考察した上で、外部評価の結果を踏まえて総  

括的な評価を行うこととし、これによって、サービスの質の評価の客観性を高  

め、サービスの質の改善を図ることを狙いとするものである。   

各事業者は、自己評価及び外部評価の実施及びそれらの結果の公表、自らの  

サービスの質の改善を常に図ることが、指定基準により義務付けされているの  

で、利用者に対しサービスを提供するに当たって、すべての介護従業者に対し  

、十分に意識付けを図ることが重要である。  

2 自己評価及び外部評価の頻度   

事業者は、その事業所ごとに、原則として少なくとも年に1回は自己評価及  

び外部評価を受けるものとすること。   

また、新規に開設する事業所については、開設後概ね6ケ月を経過した時点  

で自己評価を行い、開設後1年以内に外部評価の実施及び結果の公表を行うも  

のとする。   

なお、既に外部評価結果を公表している認知症対応型共同生活介護事業所に  

おいては、これまでに実施した外部評価の公表日（最終評価結果を市町村に提  

出し、受理された日をいう。）から1年以内に、自己評価及び外部評価を実施  

し、公表すること。ただし、指定認知症対応型共同生活介護事業所においては  

、ユニット数の増減により、事業所の運営状況が変化した場合には、市町村が  

体制の変更届を受理した日を起算日として、新規開設の事業所と同様の扱いと  

する。  
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3 自己評価の実施   

事業者は、各都道府県の定める自己評価に係る項目により、自ら提供するサ  

ービス等について、評価を行うものとする。評価を行うに当たっては、当該事  

業所を設置・運営する法人の代表者の責任の下に、管理者が介護従業者との協  

議して実施するものとする。なお、各都道府県の定める自己評価に係る項目の  

参考例については、別系氏1のとおりであること。  

4 外部評価の実施手続き  

（1）事業者から評価機関に対する申込み  

ア 事業者が外部評価を受けようとするときは、都道府県から連絡先等につ   

いて情報提供を受けている評価機関（各都道府県が管内の小規模多機能型   

居宅介護事業所及び認知症対応型共同生活介護事業所に係る外部評価を適   

切に実施する能力があると認めて選定した法人をいう。以下同じ。）に申   

し込むこと。  

イ 評価機関の具体的な要件及び選定手続等については、別紙2のとおりと   

すること。  

また、評価機関が業務を行う際の実施要領及び各都道府県の定める外部   

評価に係る項目の参考例については、それぞれ別紙3及び別紙1のとおり   

であること。  

（2）評価機関による外部評価の実施  

ア 事業者は、評価機関に申し込んだ後、同機関との間で評価業務委託契約   

を結び、その契約に基づき同機関に対して評価手数料を支払うこと。  

イ 評価機関は、別紙3の参考例に基づき実施要領を定め、当該要領及び事   

業者と結んだ評価業務委託契約に基づき外部評価を行うこと。  

5 結果の公表について  

ア 評価機関は、当該サービスの利用を希望する者による事業所の選択に資す   

るために、独立行政法人福祉医療機構が運営する「福祉保健医療情報ネット   

ワークシステム（WAMNET）」を利用して、自己評価及び外部評価の結   

果（以下「評価結果」という。）を別紙4により公開すること。  

イ 事業者は、評価結果を、  
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① 利用申込者又はその家族に対する説明の際に交付する重要事項を記した  

文書に添付の上、説明すること。   

② 事業所内の見やすい場所に掲示する、自ら設置するホームページ上に掲  

示するなどの方法により、広く開示すること。   

③ 利用者及び利用者の家族へ手交もしくは送付等により提供を行うこと。   

④ 指定を受けた市町村に対し、評価結果を提出すること。  

この場合の市町村とは、事業所が存する市町村に限らず、平成18年4月   

1日以降、指定を受けた他の市町村に対しても同様の取扱いとする。   
⑤ 評価結果については、自ら設置する運営推進会議において説明すること。  

ウ 事業所が存する市町村は、当該サービスの利用を希望する者による事業所   

の選択に資するために、事業所から提出された評価結果を管内に設置する地   

域包括支援センターに提供するとともに、市町村の窓口及び地域包括支援セ   

ンターの窓口の利用しやすい場所に掲示等を行うこと。  

6 福祉サービス第三者評価との関係   

福祉サービス第三者評価（社会福祉法人等の提供する福祉サービスの質を事  

業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から  

行った評価をいう。）については、「福祉サービス第三者評価事業に関する指  

針について」（平成16年5月7日雇児発第0507001号、社援発第0507001号、老  

発第0507001号）及び「「福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける  

各評価項目の判断基準に関するガイドライン」について」（平成16年5月7日  

雇児総発第0824001号、社援基発第0824001号、老計発第0824001号）を発出し  

、福祉サービスに共通した評価基準の考え方、評価のポイノト、評価の着眼点  

等を示したところであるが、認知症高齢者グループホーム及び小規模多機能型  

居宅介護事業所については、本通知に基づく外部評価の実施をもって、上記通  

知にいう福祉サービス第三者評価を実施したものとみなすこととする。   

なお、本件については、厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局及  

び同局障害保健福祉部とも協議済みである旨、申し添え．る。  

7．その他   

各都道府県は、本通知の内容について、評価項目の見直し、小規模多機能型  

居宅介護事業所が外部評価の対象に新たに追加されたこと等を踏まえ、評価機  

関に対する適切な情報伝達を行うとともに、各評価機関と連携し、現在評価調  

査員として活動している者に対するフォローアップ研修等を開催するなどの対  

応をお願いしたい。  
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